
                                   第 1 章 計画策定にあたって 

住宅・土地統計調査（総務省）によると、空家等は全国的に増加傾向となっています。 

空家等の増加は、建築ストックが有効に活用されていないだけでなく、空家等が適正に管理

されないことにより、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を引

き起こし、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす場合があります。また、人口減少社会の進展

により、今後、益々空家等の増加が予想され、地域社会における空家等に関する問題は一層深

刻化することが懸念されています。 

こうした状況の下、赤穂市では、庁内プロジェクトチーム「空家等対策計画検討委員会」に

よる検討結果と、学識経験者等により組織する「赤穂市空家等対策協議会」での議論を踏まえ、

赤穂市空家等対策計画を策定しました。 

赤穂市空家等対策計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第６条第１項に規定する

「空家等対策計画」であり、生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等に対処するだけでな

く、空家等の増加を抑制する観点から、本市における空家等対策の基本的な方針と取り組むべ

き施策等について示すものです。 

赤穂市空家等対策計画 
概 要 版 



                                   
第 2 章 空家等の現状と課題 

□ 赤穂市の人口（国勢調査）                              

・赤穂市の総人口は、５万人前後で推移し、平成 27 年には 48,402 人まで減少しています。 

・年齢三区分別人口を見ると、少子高齢化が進んでいることが分かります。          

□ 住宅・土地統計調査（総務省）                            

・赤穂市の空家率は平成 20 年度までは増加傾向にあり、平成 25 年には減少し 16.35％となりま

したが、全国（13.52％）や兵庫県（13.04％）と比較すると、高い傾向にあります。 

□ 平成 28年度⾚穂市空家等実態調査                           

・市全体の空家率は 4.07％、空家件数は 1,258 件。 

・御崎地区、西部地区（福浦）、坂越地区などの市街化調整区域で高い空家率となっています。 

・アンケート調査において、空家等となったきっかけは「居住者の死亡による」が多数回答とな

っており、高齢化の進行により空家等の増加が懸念されます。 

・空家等の維持管理の課題として「建物の老朽化」を挙げる回答が多く、経年によりさらに維持

の負担増大が懸念されます。 

・「解体が必要（Ｄ）」、「老朽化が著しい（Ｃ）」の空家等が全体の約半数となり、今後市民生活へ

の深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。 
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Ａ：小規模修繕により

再利用可能  

Ｂ：多少の改修工事に

より再利用可能 

Ｃ：老朽化が著しい  

Ｄ：解体が必要 

□ 空家等対策を進めていく上での課題                          

課題① 新たな空家等の発生 

高齢化の進行により、空家等の増加が予想されるため、居住・使用中の建物を対象とした、

今後これ以上新たな空家等を増やさない発生予防のための取組が重要。 

課題② 流通・活用 

空家等である期間が長期化するほど建築物の老朽化が進み、活用するための費用負担が大

きくなることから、活用を早期に図る必要があり、「赤穂市総合戦略」に基づき、定住推進

や地域活性化のため空家等の流通・活用の促進が重要。 

課題③ 所有者等による適正管理 

老朽化の進行を防ぎ、市民の生活環境に深刻な影響を及ぼす特定空家等とならないよう、所

有者等による適正管理の促進が重要。 

課題④ 特定空家等への対応 

適正な管理が行われていない空家等については、市民の生活に深刻な影響を及ぼす恐れが

あるため、関係法令に基づく実効性のある改善指導等や除却に対する支援が重要。 



                     
    建築物建築物建築物建築物のののの状態状態状態状態             課課課課    題題題題            基本的な方針基本的な方針基本的な方針基本的な方針              ① 空家化の予防 

現在居住・使用中の全ての建築物の所有者等を

対象として、空家等の発生を未然に防ぐための取

組を進めます。        ② 流通・活⽤の促進  

早期に流通・活用を促進する取組を進めます。 

 

 

③ 所有者等による適正管理の促進 

空家等の管理については、所有者が自らの責任

において行うべきものであり、所有者等による適

正な管理に向けた情報の提供、意識啓発及び支援

等を行います。 

 

        ④ 特定空家等の解消 

周辺環境に悪影響を及ぼす空家等については、

法及び条例に基づき、市が当該空家等の状態や周

辺の悪影響の程度を総合的に判断し、特定空家等

に該当する場合は、所有者等に対して助言又は指

導、勧告、命令等の措置を講じます。 

第 3 章 空家等対策の基本的な方針 

□ 計画期間                                      

・本計画の期間は、平成 30（2018）年度～平成 39(2027)年度の 10101010 年間年間年間年間とします。 

□ 対象とする地区                                   

・空家等対策の対象とする地区は、赤穂市域全域赤穂市域全域赤穂市域全域赤穂市域全域とします。 

□ 対象とする空家等の種類                               

・法第法第法第法第２２２２条第条第条第条第１１１１項項項項に規定する「空家等」に規定する「空家等」に規定する「空家等」に規定する「空家等」とします。 

ただし、空家化の予防についての取組は、居住・使用中の建築物についても対象とします。 

□ 空家等の調査                                    

・本市では、平成 24 年度に自治会協力のもと市内全域における実態調査（主に住宅が対象）を

実施したほか、平成 28 年度には民間事業者への業務委託により、実態調査及び空家等データ

ベースの整備を行いましました。 

・今後も引き続き、住宅・土地統計調査等の統計調査の活用や、自治会からの情報提供、職員の

パトロール等により空家等の所在やその状態等の把握に努めます。 

・特定空家等に対する措置に必要な調査については、関係法令に基づき、適切に実施します。 

□ 基本的な方針                                    

・課題に対応するために、建築物の状態に応じ、４つの基本的な方針に基づき対策を実施します。 
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施策名 施策の概要 所管課 

１ 市民等への情報

発信 

空家等対策に係る情報発信を広く行う。 

・市の支援策等をまとめたパンフレットの作成・配布 

・自治会への回覧、市ホームページでの情報発信 

・はやかごセミナーによる出前講座 

都市整備課 

２ 相続登記の推進 相続発生時（死亡届受理時等）に速やかに登記の名義変

更を促す文書を配布する等、市民意識の啓発に取り組

む。 

都市整備課 

３ 優良な住宅スト

ックの確保 

耐震改修促進事業補助金  

・住宅の耐震化の促進を図ること及び住宅の倒壊から市

民の生命を守ることを目的に住宅の所有者が行う耐震

改修工事等に対し、補助金を交付する。 

都市整備課 

住宅リフォーム助成（産業活性化支援事業補助金） 

・市内産業の活性化及び雇用の創出を図るとともに、市

民の生活環境の向上に資することを目的に、市内業者

が行う住宅のリフォーム工事に対し、補助金を交付す

る。 

産業観光課 

高齢者等住宅改造助成事業 

・高齢者等が住み慣れた住宅で安心して健やかな生活が

送れるための住宅改造を促進し、高齢者等の福祉の向

上に資することを目的に、高齢者等が居住する住宅を

改造する費用を助成する。 

医療介護課 

社会福祉課 

都市景観形成助成金 

・市街地景観形成地区内等で、保全整備等を行う場合、

助成金を交付する。 

都市整備課 

４ 空家の発生を抑

制するための税制

の周知・普及 

相続後の家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、

当該譲渡所得から 3,000 万円を控除する特例措置が設け

られており、この制度の周知・普及に努める。 

都市整備課   
第 4 章 施策の展開 

４つの基本的な方針①空家化の予防、②流通・活用の促進、③所有者等による適正管理の推

進、④特定空家等の解消に基づき、次の施策を展開します。                

基本的な方針① 空家化の予防 



 
施策名 施策の概要 所管課 

１ 空き家情報バン

ク制度の充実 

登録件数の向上 

・制度の改善により、市と宅地建物取引業会との連携体

制を整備し、市から空家等の所有者に「空き家情報バ

ンク」への登録を広く呼びかけることで、登録件数の

向上を図る。 

市民対話課 

空家入居者への家賃等補助制度 

・空き家情報バンクの登録物件を成約し、新婚世帯家賃

助成事業の対象となった新婚世帯に対し月額 3,000円

を加算支給する。 

市民対話課 

農地と空家の流通促進 

・農地を空家とともに取得する場合には、各種条件を満

たす場合、下限面積を１アール（100㎡）まで引き下

げ、空き家情報バンクへの登録により農地と空家の流

通を促進する。 

農業委員会 

市民対話課 

２ 空家改修の支援 兵庫県の「空き家活用支援事業」の市内全域での制度活

用を図るため、県と共同し市の支援を含めた事業として

取り組む。 

都市整備課 

３ 中心市街地空き

店舗の利活用 

空き店舗のマッチング 

・中心市街地にある空き店舗について、所有者等から情

報を収集。市が管理（データベース化）し、貸出意向

のある物件情報を市のホームページに掲載すること

で、民間団体、開業希望者等と空き店舗所有者とのマ

ッチングを図る。 

産業観光課 

商店街空き店舗等活用事業 

・商業団体等が空き店舗を商店街活性化に向け整備、利

用する場合の家賃及び店舗改装費に対し、補助金を交

付する。 

産業観光課 

４ 相談体制の整備 相談窓口を都市整備課とし、関係部署・関係団体と連携

しながら相談体制の充実を図る。 

都市整備課 

５ 建物状況調査 

（インスペクショ

ン）の普及 

安心な取引環境の整備と既存住宅の流通市場の活性化を

図ることを目的に、建築士など第三者の専門家が行う建

物状況調査（インスペクション）に関する情報発信を行

い、普及に取り組む。 

都市整備課 

６ 特別指定区域制

度活用の検討 

市街化調整区域においては、住宅を店舗として使用する

等、用途の変更が生じる空家の活用は、都市計画法の規

定により、原則行うことができないため、兵庫県の「特

別指定区域制度」の活用について検討する。 

都市整備課 

７ 跡地対策の検討 周辺の生活環境に悪影響を及ぼす空地については、赤穂

市生活環境の保全に関する条例の規定に基づき対処する

とともに、空家等の跡地の活用を促す取組について検討

する。 

環境課 

都市整備課  
基本的な方針② 流通・活⽤の促進 



 
施策名 施策の概要 所管課 

１ 所有者等による

適正管理の意識啓

発 

空家等管理の方法、空家等の放置によって生じる課題、

市の空家等に関する施策等を掲載したパンフレットを作

成する等、様々な方法で情報発信を行い、意識啓発を行

う。 

都市整備課 

２ 相談体制の整備

（再掲） 

相談窓口を都市整備課とし、関係部署・関係団体と連携

しながら相談体制の充実を図る。また、弁護士による市

民生活無料法律相談や行政書士・司法書士・土地家屋調

査士による無料相談の活用により、専門的な相談に対応

する。 

都市整備課 

３ 空家等の管理に

対する支援策 

空家管理代行業務の実施 

・公益社団法人赤穂市シルバー人材との連携による空家

等管理代行業務を実施する。この業務では、シルバー

人材センターが所有者等との契約に基づき、空家を定

期的に訪問し点検・所有者等への報告を行う。 

都市整備課 

ふるさと納税による空家管理 

・ふるさとづくり寄付金の返礼品に、シルバー人材セン

ターによる空家管理業務を加え、市外在住の所有者等

による適正管理を推進する。 

行政課   
施策名 施策の概要 所管課 

１ 特定空家等に対

する措置 

法及び条例に基づき、実態調査や立入調査、空家等の状

態に応じて所有者等に対し、注意喚起や指導、勧告、命

令等を行います。 

都市整備課 

２ 自治会との連携 市内の空家等の状況を把握するためには、地域住民から

の情報が不可欠であることから、自治会との密接な連携

を図り、情報の把握に努める。 

都市整備課 

３ 庁内の連携 空家等の問題は、交通の支障、ごみ、防災・防犯上の問

題等多岐にわたるため、都市整備課が中心となり、空家

等調査会等、庁内関係部局との連携を強化する。 

都市整備課 

４ 除却の支援 危険空家等除却費補助金 

・市の助言又は指導に従い、当該空家等を解体・撤去を

しようとする者に対し、解体・撤去の費用の一部を補

助し、危険空家の除却の促進に努める。 

都市整備課 

基本的な方針③ 所有者等による適正管理の促進 

基本的な方針④ 特定空家等の解消 



          
市 ⺠ 
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情報提供 
空家等対策 

総合窓口 

建設経済部 

都市整備課 
 庁内関係部局  

外部関係団体                              
第 5 章 計画の推進 

□ 実施体制                                      

○庁内の組織 

・空家等対策の問題に対する相談窓口は建設経済部都市整備課に一本化し、庁内の関係部局や外

部関係団体と連携して取り組むことで、課題の共有化を図るとともに必要な情報の提供や迅速

な対応を目指します。 

○空家等対策協議会 

・空家等対策を検討するに当たっては、専門的な見地と市民の立場から幅広く意見を求めるこ

とが重要であることから、法第７条に基づき空家等対策協議会を設置し、空家等対策計画の

作成及び変更並びに実施に関する協議を実施していきます。 

□ 効果検証の実施                                   

・空家等に関する現状を把握した上で、進行管理を適切に行い、計画的な取り組みを推進します。 

・施策の効果・成果等の検証を行い、その結果を空家等対策協議会に報告・協議し、ＰＤＣＡ 

サイクルに則り、必要に赤穂市応じて計画の見直しを行います。 

連携 

 ①計画（Plan） 

基本目標の設定 

②実⾏（Do） 

各施策の実施 

③評価（Check） 

効果の検証 

赤穂市空家等対策協議会 

検討 

④改善（Action） 

効果検証を踏まえた 

改善策の検討 

連携 
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